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令和３年９月13日策定
医薬品産業ビジョン2021
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Ⅱ 薬事承認・保険収載

Ⅲ 製造

Ⅳ 流通

令和３年９月13日策定
医薬品産業ビジョン2021より抜粋
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令和３年12月22日
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会
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令和３年12月10日通知
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令和４年１月25日通知
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4．医薬品の安定供給

会員会社に対して、「医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対応スキームにつ

いて」（令和3年5月28日付けの通知）を周知徹底した。また、当スキームに基づき、

医療用医薬品の供給不足が生じる場合の必要な情報の確認・連絡を円滑に行う体制

を整えるため、予め各社、窓口担当者の選定および自社の安定確保医薬品のリスト

作成を実施し、日薬連へ登録を行っている。

また、2021 年 7 月に日薬連に新設された「安定確保委員会」にも製薬協から委

員を派遣し、医療用医薬品の安定供給確保に向けた活動に参画している。

医薬品の安定供給は、医薬品メーカーの責務であり、卸売業者や医療機関・保険

薬局への正確な情報提供の徹底を図る等、日薬連の活動に則した取組を今後も引き

続き周知していく。

令和３年12月22日
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会
資料２ 日本製薬工業協会資料（抜粋）
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令和３年12月22日
医療用医薬品の流通改善に関する懇談会
資料３ 日本医薬品卸売業連合会資料
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医薬品の供給不安の原因について

○小林化工株式会社や日医工株式会社における不祥事問題
→業務停止命令を受け、多くの品目で出荷停止による供給不安を招いた。

○各ジェネリック医薬品メーカーにおける自主点検の結果による回収
→小林化工、日医工の件を受けて実施した自主点検により、複数のメーカーで
承認書と異なる製造方法で製造を行っていたこと等が発覚し、出荷停止が発生。

こうした他社品目の出荷停止があった場合、ジェネリック医薬品メーカーは、
品目ごとに各社のシェアを見込んだ上で、工場の製造規模やスケジュールを
決定している為、突発的に増産体制を取ることは難しいものと思料。

シェアの大きいメーカーで出荷停止が発生すると、品目全体で供給不安になる。

○新型コロナウイルス感染症の影響
→原薬の製造工程が遅延・停止し、医薬品の製造が困難となった。
→感染症の治療に関係した医薬品について、需要が増加した。

世界的な感染拡大の影響により、医薬品全体として供給不安となっている状況。
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川上については、県の対策ではどうしようもないので、
川下について議論したい。

マクロでは、多くの品目で供給十分
→
→
→

患者への供給不安に関する説明について、薬剤師が苦慮して
いるという話あり（中医協にて）。
また
→

医薬品の供給不安に対して取りうる対応について

事象① ジェネリック医薬品メーカーによる出荷停止等による絶対的数量の不足

→国の方針に基づいて、引き続き、福岡県内の製造所等への指導を実施し、

将来的に出荷停止が起こる可能性を低減させる。

（福岡県外の製造所等への対応は困難）

事象② 供給不足見通しに基づく出荷調整による個別施設における不足

→メーカーの出荷調整が発生した際の医薬品の配分について、

何か工夫できることはあるか。

事象③ 供給不安による薬剤切替に関する患者への説明について

→説明負担の軽減のために、何か取りうる対応はあるか。

（施設内に掲示できるポスターを作成する等）

事象④ 供給不安品目に関する情報の入手について

→情報提供に関して、団体間で取りうる対応はあるか。

論点

県として取りうる対応は限られるものの、以下の事象について、御意見をお伺いしたい。
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医薬品の供給不安に対して取りうる対応について（参考）

・大阪府においては左記のとおり、医薬品
の供給不足を一般の方に説明するチラシ
を作成。

・医療機関・薬局を含め、一般の方が利用
する施設（市町村窓口、コンビニ等）に
て配布する予定とのこと。

・ホームページ上にも掲載し、必要な方は
ダウンロード、印刷できるようになって
いる。
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